
情報公開規程 
 

（目 的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人クムレ（以下「法人」という。）がその活動状況、運営内容、財務

資料等を積極的に公開するために必要な事項を定め、法人の公正で透明性のある運営を推進す

ることにより、法人の公正で開かれた活動を推進することを目的とする。 

 

（定 義） 

第２条 この規程において、「文書」とは、法人の組織または職務等に関する内容のものであって、職

務上作成または取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録等で、決裁等の手続きが

完了して保存管理をしているものをいう。ただし、次の各号に掲げるものを除くものとする。 

 （１） 不特定多数の者に販売することを目的として発行された新聞、雑誌、書籍等 

 （２） 不特定多数の者に販売または有償頒布することを目的として作成または取得した冊子等 

２ この規程において、「開示」とは、第６条から第１８条に定めるところにより、文書について、

閲覧または視聴あるいは写しの交付等を行うことをいう。 

 

（公開する文書） 

第３条 法人は、別表に掲げる情報について、事業所または法人の機関紙等により一般の閲覧に供す

るとともに、法人が設けるインターネットホームページにおいて公開を行う。 

２ 法人は、前項に掲げる情報について、常に最新のものを提供するよう努めるものとする。 

 

（法人の責務） 

第４条 法人は、法人の保有する情報の積極的な公開に努めなければならない。 

２ 法人は、この規程の解釈及び運用にあたっては、個人に関する情報がみだりに公にされるこ

とのないよう最大限の配慮を行わなければならない。 

 

（利用者の責務） 

第５条 文書の開示を申し出ようとするものは、この規程の定めるところにより、適正な申出に努め

るとともに、文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用するとともに、

個人に関する権利を侵害することのないよう努めなければならない。 

 

（情報公開の方法） 

第６条 この法人は、法令の規定に基づき情報の開示を行うほか、この規程および個人情報・特定個

人情報保護規程の定めるところに従い、主たる事業所への備置き又はインターネットを利用す

る方法により、情報の公開を行うものとする。 

 



（書類の備置き等） 

第７条 この法人は、別表に掲げる書類を主たる事務所に常時備え置くものとする。 

  ２ この法人は、前項の規定により主たる事務所に備え置いた書類を閲覧等に供するものとする。

ただし、正当な理由を有しない者に対してはこの限りでない。 

 

（閲覧等の場所及び日時） 

第８条 前条の規定に基づき閲覧等の対象となる書類の閲覧等の場所は、管理者の指定する場所とす

る。 

２ 前条の規定に基づき書類の閲覧等が可能な日は、この法人の休日以外の日とする。ただし、

この法人は、正当な理由があるときは、閲覧等の日時を指定することができる。 

 

（閲覧等に関する事務） 

第９条 第７条第２項に基づき別表に掲げる書類の閲覧等の申請があったときは、次に定めるところ

により取扱うものとする。 

（1）様式 1 に定める閲覧等申請書に必要事項の記入を求め、その提出を受ける。 

（2）閲覧等申請書が提出されたときは、様式 2 に定める閲覧受付簿に必要事項を記載し、申請さ    

  れた書類を閲覧に供する。 

（3）閲覧等の請求については、請求した者から実費を徴収する。 

 

（インターネットによる情報公開） 

第１０条 この法人は、第 7 条第 2 項の規定による閲覧等のほか、広く一般の人々に対しインター

ネットによる情報公開を行うものとする。 

２ 前項の規定による情報公開の内容、方法等の詳細は理事長が定める。 

 

（文書の管理） 

第１１条 法人は、この規程の適正かつ円滑な運用に資するため、別に定める文書保存規程に基づき、

文書を適正に管理するものとする。 

 

（開示申出をしようとする者に対する情報の提供等） 

第１２条 法人は、開示申出をしようとする者が容易かつ的確に開示申出をすることができるよう、

開示申出をしようとする者の利便を考慮した適切な措置に努めるものとする。 

 

（委 任） 

第１３条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 

 

 

 



附  則 

（規程の改廃） 

第１条 この規程の改廃は、「規程等管理規程」による。 

 

（実施時期） 

第２条 この規程は、令和３年１０月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第１号（第９条関係） 
 

開 示 申 出 書 
 

令和  年  月  日 
 
社会福祉法人 クムレ 
 理事長         様 

 
住  所   

開示申出者  氏  名              ㊞ 
                   電話番号   

（担当者氏名              ） 
 
社会福祉法人クムレ情報公開規程第９条第１項の規定に基づき、次のとおり開示請求を

します。 

① 開示請求に係る文書の  
件 名 ま た は 内 容 

 

② 文書の開示を必要とする理由 
該当するもの１つを○で囲み、 

（ ）内にその内容を記載して 

ください。 

１．調査・研究      ２．取材 
３．学習・勉強      ４．争訟 
５．その他 
（                    ） 

③ 開 示 の 区 分 
希望する開示方法を○で囲んで 

ください。 

１．閲覧 
２．視聴 
３．写しの交付 

④ 備           考 
（記載しないでください。） 

受付年月日  令和  年  月  日 
受 付 者   

（注）１． 開示請求者が、法人等団体の場合、住所欄には所在地、氏名欄には代表者氏名及び代表者の役

職印、電話番号欄は法人等団体の電話番号を書いてください。 

   ２． 担当者氏名欄には、法人等団体の代表者が開示申出者の場合、事務担当者の氏名を書いてくだ

さい。 

 

  



様式第２号（第９条関係） 
 

令和  年  月  日 
 

開 示 決 定 通 知 書 
 
 
  住所   
  氏名                様 
 
 

社会福祉法人 クムレ 
理事長             ㊞ 

 
令和  年  月  日付の開示請求について、社会福祉法人クムレ情報公開規程第９

条の規定により、次のとおり文書の全部を開示することを決定しましたので通知します。 

文 書 件 名  

文書開示日 
日 時 令和  年  月  日（  ） 午前・午後  時  分 
場 所  

開 示 方 法 

１．閲覧 
２．視聴 
３．写しの交付 

（交付手数料１枚  円×  枚  計  円） 

担 当 者 

所 属  
役 職  
氏 名  
連絡先 電話番号 

備   考  

（注）１． この通知書を持参のうえ、指定の日時にお越しください。なお、上記の日時にお越しいただく

ことができない場合は、事前にその旨を電話等で担当者まで連絡してください。 

   ２． 開示方法について、「写しの交付」を希望した場合の交付手数料は、現金払いとします。当日、

担当者へ直接お支払いください。 



様式第３号（第９条関係） 
閲覧等受付簿 

受付番

号 

受付年月

日 

申込人の住所・氏名 担当者名 備考 
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（
法

4
5
の

1
8
（
1
）
）
 

   
－

 

   
－

 

 
○

 
定

時
評

議
員

会
の

日
の

２
週

間
前

の
日

か
ら

5
年

間
 

(法
4
5
の

3
2
(1

))
 

 
○

 
定

時
評

議
員

会
の

日
の

２
週

間
前

の
日

か
ら

３
年

間
 

(法
4
5
の

3
2
(2

))
 

   
－

 

 
 

 
 

 
 

 



  
項

目
 

  
詳

細
 

公
表

 
備

置
き

 
  

保
存

 

  

公
表

の
時

点
等

 

  

公
表

 

  

主
た

る
事

務
所

 

従
た

る
事

務
所

 
※

電
磁

的
記

録
を

電
子

通
信

回
線

で
閲

覧
で

き
る

場
合

に
は

必
要

な
し

 

  9
 財

産
目

録
 

  (1
) 

財
産

目
録

 

  
－

 

  
－

 

 

○
 

５
年

間
 

(法
4
5
の

3
4
(1

))
 

(法
5
9
の

届
出

書
類

) 

 

○
 

３
年

間
 

(法
4
5
の

3
4
(1

))
 

(法
5
9
の

届
出

書
類

) 

 
○

 
５

年
間

 
(入

札
通

知
）
 

 
 

 
 

○
 

○
 

 

 
(1

) 
評

議
員

会
議

事
録

 
－

 
－

 
評

議
員

会
の

日
か

ら
1
0
年

間
 

評
議

員
会

の
日

か
ら

５
年

間
 

－
 

 
 

 
 

（
法

4
5
の

1
1
（
2
）
) 

（
法

4
5
の

1
1
（
3
）
) 

 

1
0
 議

事
録

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

○
 

 
 

 
(2

) 
理

事
会

議
事

録
 

－
 

－
 

理
事

会
の

日
か

ら
1
0
 

年
間

 
－

 
－

 

 
 

 
 

（
法

4
5
条

の
1
5
(1

)）
 

 
 

11
 ク

ム
レ

レ
ポ

ー
ト

 
 

作
成

完
了

時
 

○
 

○
 

○
 

 

12
 障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
等

 
障

害
者

総
合

支
援

法
第

76
条

の
3第

1項
及

び
児

童
福

祉
法

第

33
条

の
18

第
1項

に
規

定
す

る
対

象
事

業
者

 
所

轄
庁

へ
の

届
出

を
し

た
と

き
 

○
 

○
 

○
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
情

報
公

表

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
 

13
 自

己
評

価
及

び
自

己
評

価
結

果
等

 
児

童
発

達
支

援
及

び
放

課
後

等
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
を

実
施

す
る

事

業
所

 
所

轄
庁

へ
の

届
出

を
し

た
と

き
(毎

年
５

月
８

日
か

ら
７

月
３

１
日

の
間

に
実

施
) 

○
 

○
 

○
 

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
情

報
公

表

シ
ス

テ
ム

 
 ※

 「
シ

ス
テ

ム
」・

・・
財

務
諸

表
等

電
子

開
示

シ
ス

テ
ム

 
※

【
法

】
社

会
福

祉
法

、
【
規

則
】
社

会
福

祉
法

施
行

規
則

、
【
会

計
基

準
】
社

会
福

祉
法

人
会

計
基

準
省

令
、

【
事

務
処

理
基

準
】
社

会
福

祉
充

実
計

画
の

承
認

等
に

係
る

事
務

処
理

基
準

、
【
入

札
通

知
】
社

会
福

祉
法

人
に

お
 

け
る

入
札

契
約

等
の

取
扱

い
に

つ
い

て
 

※
「
備

え
置

き
」
と

は
・・

・
閲

覧
等

の
請

求
の

実
効

性
を

確
保

す
る

た
め

に
備

え
置

き
が

法
定

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

「
備

置
き

」
と

は
、

請
求

が
あ

れ
ば

容
易

に
閲

覧
又

は
謄

写
等

に
対

応
す

る
こ

と
が

可
能

な
状

態
で

保
管

 
す

る
こ

と
と

す
る

。
議

事
録

を
フ

ァ
イ

ル
に

つ
づ

っ
て

、
事

務
所

に
保

管
し

て
お

く
こ

と
等

。
 

※
「
電

磁
的

記
録

を
電

子
通

信
回

線
で

閲
覧

で
き

る
」
と

は
、

従
た

る
事

務
所

か
ら

も
ア

ク
セ

ス
で

き
る

フ
ォ

ル
ダ

ー
に

デ
ー

タ
を

保
存

し
て

お
く
こ

と
が

考
え

ら
れ

ま
す

。
 


